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　21世紀の世界は難民，食糧危機，紛争，貧困，
差別などの多くの問題を抱えています。そうした中，
これらの問題の所在を知り，その解決を模索して世
界平和に貢献できる人々を創り出すことは急務で
す。世界人口の 3分の 1を占めるキリスト教は平
和をどのように理解しているのか。そして公平と正
義のために何ができるのか。共生を求めて「グロー
バルに考え，ローカルに活動する」ためにも，『キ
リスト教平和学事典』の刊行はタイムリーで貴重で
あると思います。

　キリスト教は平和を生み出すこともあれば，壊す
原因になることもあった。生み出す原動力となった
ものは自分たちの中に血肉化し，壊す原因となった
ものはそれをくり返さぬよう，明晰に学んでおかな
ければならない。この事典はそのためのものである。
キリスト者にとっては，みずからの平和主義を相対
化して鍛えるための素材となるだろう。またキリス
ト教を信じていない人にとっても，キリスト教の平
和論を理解し，共感あるいは批判するための素材と
なるだろう。

　戦後 64年間平和の恩恵を享受してきた私たちの
日本。しかし，その一方で戦争の記憶が確実に風化
しつつあることに，危惧の念を抱くのは私だけでは
ないでしょう。今，私たちに求められるのは，激動
する国際社会にあって，平和を実現しこれを持続さ
せる意志と能力を培うことだと思います。国際社会
では民族や宗教の名のもとに争いが絶えません。今
ここでキリスト教の立場から平和を考える試みは，
とても意義深いものがあります。
　願わくば本書が「平和を考える」ための事典を超
えて，「平和に向けて行動する」ための事典として
活用されることを祈ります。

　原爆を投下した国の大統領によるプラハ演説で，
核のない世界への希望が生まれつつある。そんな折，
「平和とは戦争の反対語だけか？」「貧困や差別のな
い世界とは？」「イエスは心の平和だけ説いていた
のか？」「政治的社会的解放なくして信仰だけで平
和は来るのか？」など，キリスト者が日ごろ抱き続
ける疑問や課題を取り上げる刺激的な事典が生まれ
た。「一神教は戦争を起こす」という偏見にたいす
る正面からの解答など，体系的な理解にまことに有
益である。
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りょうしんてきへいえききょひ

ヨハネス 23 せい

【り】

良心的兵役拒否（りょうしんてきへいえききょひ）　［英］Conscientious Objection 

　「良心的
兵役拒否

」とは信
仰，信条

，道徳な
どの平和

主義の確
信に基づ

いて，戦
場

における
戦闘行為

を拒否す
ることを

さすが，
さらには

徴兵忌避
や軍事費

にあたる
税金

納入を否
むケース

などを含
む場合も

ある。そ
れらを実

行する個
人を「良心

的兵役拒
否

者」と総称
する。良

心的兵役
拒否には

通常，代
替として

非戦闘的
な就労を

受け入れ
る

ケースが
多いもの

の，戦争
に一切協

力しない
ことを公

言して刑
務所に服

役する人
々も

いる。近
年は欧米

を中心に
，兵役義

務に替わ
る市民サ

ーヴィス
を課す制

度を創設
する

政府が増
え，とく

に兵役義
務のある

ドイツや
オースト

リアでは
社会福祉

や病院，
老人

ホームな
どで貴重

な労働力
になって

いる。国
連はこう

した流れ
に後押し

されて1998

年，人権
報告書の

中で「軍役
に対する

良心的拒
否」に触れ

，「軍役に
つく個人

は良心的

拒否をす
ることが

可能」とい
う積極的

方針を打
ち出した

。

　これま
で良心的

兵役拒否
者の道は

荊の道で
，その多

くは処刑
，投獄，

ないしき
びし

い社会的
制裁の対

象となっ
て，規範

を逸脱す
る非愛国

者，非国
民，犯罪

者と見な
され

てきた。
軍役拒否

の理由は
さまざま

で，戦争
を人道に

反する残
虐行為と

して退け
る

ヒューマ
ニズムの

立場もあ
れば，政

府は国民
に戦闘を

強いる権
威をもた

ないとす
る無

政府主義
的な考え

方もある
。しかし

歴史的に
もっとも

多いのは
宗教的理

由による
もの

で，実際
，キリス

ト教は良
心的兵役

拒否者の
母体であ

った。

　戦争は
聖書に反

するとし
て武器を

もたない
立場を公

言してき
たのは，

ブレザレ
ン，

メノナイ
ト，クウ

ェーカー
といった

，歴史的
に「平和

教会」（ピ
ース・チ

ャーチ）
と総

称される
キリスト

教の教派
やセクト

である。
聖書主義

の立場を
守り，イ

エス・キ
リス

トが「あ
なたの敵

を愛せ」（
マタ5:44）という

黄金律を
人々に説

き，「剣を
取る者は

皆，

剣で滅び
る」（マタ

26:52）と非暴
力主義を

唱えた，
というの

がその根
拠である

。また

平和教会
のカテゴ

リーには
入らない

ものの，
この世的

な争いを
退けて兵

役を拒否
する

「エホバ
の証人」も

，「国は国
に向かっ

て剣をあ
げず，も

はや戦う
ことを学

ばない」（
イ

ザ2:4）などの
聖書の終

末論*的ヴ
ィジョン

を理由に
する。

　初期の
キリスト

教は平和
主義で，

イエスの
言葉を文

字通りに
解釈し，

暴力*の行
使

に反対し
，戦争を

神の意思
に反する

ものとし
て軍隊へ

の参加を
拒否した

。しかし
キリ

スト教が
ローマ帝

国の国教
になった

後は事情
がそれを

許さず，
キリスト

教は次第
に正

戦論を発
展させて

信仰と軍
役の調停

を図り，
これが後

にローマ
・カトリ

ック教会
の主

流の立場
になった

。11世紀には
十字軍*遠

征もあり
，キリス

ト教徒に
よる異教

徒との

戦いは聖
戦になっ

て，武器
を取るこ

とが信仰
的に名誉

になった
。

　中世に
はアッシ

ジのフラ
ンチェス

コ*のよう
な例も散

見するが
，兵役拒

否が歴史
的

にも記録
されるよ

うになっ
たのは近

代に入っ
てからの

ことであ
る。特に

アメリカ
にお

従って保
障すべき

ことを論
じる。第

5章は，イ
デオロギ

ー*の違い
を超えて

，キリス

ト者が非
キリスト

者とも協
力し，調

和ある発
展をめざ

すべきこ
とを論じ

る。各章
末に，

労働者階
級と女性

の地位向
上（第1章），基

本的人権
の明文化（

第2章），外
交交渉の

重

要性（第
3章），国

連の創設
と『世界人

権宣言』の
発布（第

4章）とい
う，現代

の「時のし

るし」を指
摘する。

 

（岩本潤
一）

ヨハネ二十三世『マーテル・エト・マジストラ―キリスト教の教えに照らしてみた社会問題の最近の発展

について』小林珍雄訳，中央出版社，1962

　　　　『パーチェム・イン・テリス―地上の平和』岳野慶作訳，中央出版社，1963

沢田和夫／ P. ネメシェギ編『地上に平和を―ヨハネス 23 世の道』春秋社，1966

A. マタイス／粕谷友介訳編『平和の建設―ローマ法王平和論集』勁草書房，1966

A. マタイス『地上の平和論』理想社，1965

個人・国
家と国際

社会の間
で築かれ

るべき秩
序につ

いて述べ
る。第5章は司

牧指針を
扱う。第

1章は，

平和は真
理，正義

*，愛，自
由に基づ

くこと，
個人

間の秩序
の原理は

人格の尊
厳である

ことを論
じる。

第2章は，国
家が神の

定める倫
理的秩序

に従い，
共

通善を追
求すべき

ことを示
す。第3章は，自

然法を

基盤とし
た諸国家

間の連帯
の必要性

を論じる
。人種

差別と侵
略行為の

否定，少
数民族の

尊重，諸
国家の

協力，人
的・物的

資源の交
流の促進

，難民の
保護，

軍拡の停
止と核兵

器*の禁止
，内政干

渉の禁止
，発

展途上国
への支援

の必要性
を指摘す

る。第4章は，

超国家的
組織が国

際的な共
通善を補

完性の原
理に

▲ヨハネス23世

「平和を実現する人々は，幸いである，
その人たちは神の子と呼ばれる」

（マタイによる福音書 5章 9節）

　これまで日本の平和研究は，紛争の政治学や
地政学，南北問題や国内外の人権，環境破壊の
社会経済的構造など，さまざまな問題の解明を
試みながらも，それらに絡む宗教性，とりわけ
キリスト教という世界宗教の内実にまで踏み込
んだ究明はあまり見当たりません。
　今回の『平和学事典』の編纂は，そうした不
足を補い，現代世界の紛争における宗教的要素

を探り，｢平和の文化 ｣の一端を担おうとする
ものです。グローバル化した世界において人権
を尊重し，正義と公平の遵守のための法秩序を
構築し，自由の基本的権利を確保することは，
今や普遍的な課題です。本書が，世界の平和問
題を考え，その構築のために努力される皆さん
の一助になることができれば幸いです。
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い社会的
制裁の

てきた。
軍役拒否

の理由は
さまざま

ヒューマ
ニズムの

立場もあ
ば 政府は国

民に戦闘
を強

政府主義
的な考え

方もあ
歴史的に

もっとも
多いのは

宗

で，実際
，キリス

ト教

の母体で
あった。

戦争は聖
書に反す

を公言し
て

メノナイ
ト，クウ

会」（

称される
キリス

トが「あ
なたの

剣で滅び
る」

平和教会
の

「エホバ

ザ2:4）

初

に

あ ば

あ
歴史的

教

の母体

す

を公

ウ

会」（

ス

の

る」

会の

バ

4）

初

に

72

73

エイズ

エイズ

行していたことにより，エイズ患者は肉体的な苦しみと社会的な苦しみと向き合わな

ければならなかった。
　日本では1980年代の初め，非加熱輸入製剤により血友病患者がHIVに感染をした

ことが判明した。薬害エイズ問題として日本では裁判が行われ1996年3月29日に国，

製薬会社，感染者の間で和解が行われた。日本では1438名の血友病患者が非加熱輸

入製剤により感染したが，近年は性行為による感染者の報告が増加している。エイズ

が「事件」として扱われたケースが日本にはある。一つ目は「松本事件」と呼ばれ，

1986年松本で出稼ぎフィリピン女性のHIV確認がされた時，エイズパニックが起こ

り外国人女性の大衆浴場への入浴拒否など差別が起こった。二つ目は「神戸事件」と

呼ばれ，1987年1月国内初の女性エイズ患者として当時の厚生省が「神戸市内の風俗

店で働いていた女性が日本人女性患者1号」として発表し（後に風俗店とは関係ないこ

とが判明）マスコミが女性の顔写真を載せた記事を雑誌に載せパニックとなった。三

つ目は「高知事件」と呼ばれ出産間近の主婦がHIVに感染したという報道でパニック

が起こった。このようなエイズパニックが，日本においてもエイズに対する偏見に繫

がっていった。　エイズ動向委員会の2007年5月の報告によると日本全体の累計数はエイズ患者

4131名（内訳：男性3612名，女性519名），HIV感染者8571名（内訳：男性6730名，

女性1841名），年齢も10代から50代以上にわかれており，国内での感染が増加して

いる。また専門家によると，報告されている人数は氷山の一角にすぎず，HIV感染の

事実を知らずに生活をしている人達が日本に多い事が予測される。

　HIV／エイズは私たちに，貧困*問題，世界の南北問題，売買春問題，戦争，感染

症に対する政策などの社会問題，そしてセクシュアリティ*，薬物依存，セックスに

対しての個々人及び社会の価値観を問う病気でもある。当初HIV／エイズ啓発活動

は，感染リスクの高いグループとして「男性同性愛者」，「薬物依存者」，「不特定多数

の人とセックスをする人」，「売春している人」，「外国人」などとして感染予防につい

て啓発してきた。その為，これらのグループの人達に対しての差別・偏見が強まるの

と同時に，これらのグループに属していない人達の間で感染が拡大した。その後の感

染予防啓発は「ウイルスは人を選ばない。予防には知識が必要である」ということを

基本におき，どの行為は感染する可能性が高いのか，どの行為は安全かなど具体的な

方法についてすべての人に対してメッセージを伝える啓発に変化した。しかしながら

人間の行動は知識のみでは変わらないこと，又生きている環境，背景などにより課題

が違うことが分かり，新しいエイズ予防啓発は，もっと具体的になぜ？  どうして？  

という状況や背景要因をもとに具体的なグループの中で通用する感染予防についての

方法論が問われている。この感染予防啓発方法は，予防行動を阻害する要因と予防行

動を促進する要因（Harm Reduction）を一人ひとりと共に話し合いその人が出来るこ

とを支援して行く方法である。予防行動を阻害する要因である孤独感，他者とのつな

がり方，自己受容の問題，自分自身を大切な人だと思えない気持ち，空しさ，ストレ

スマネージメント，など人間の根源的な諸問題について見つめ対話していく力と諸問

題に影響を及ぼしている社会背景を分析する力とが一人一人に求められている。一方

でアメリカでは，ブッシュ政権においての性教育は，ABC（A-Abstinence（禁欲），B-Be 

faithful（誠実，一人の人と），C-Condom（コンドーム）という考えで「禁欲を守り，一

人の人と誠実に向き合い，それがどうしても出来ない場合のみコンドームを使用す

る」）という自己抑制教育が導入されている。日本においても純潔教育とそれぞれの

人々が置かれている状況や社会的・心理的背景を理解しそれぞれの課題に取り組むと

同時に感染の可能性を下げるための具体的道具（コンドーム）を紹介していく教育方

法との間で，性教育のあり方についての議論がおこっている。

　エイズに対しての宗教界の取り組みは大きく二分化されている。W. エイモス

（William E. Amos Jr.）は彼の著書のなかでキリスト教のエイズ問題に対しての取り組

みを“Judgmental �eology”（裁きの神学）の立場と“Incarnational �eology”（受肉の神

の神学）とに分けて説明している。“Judgmental �eology”は，HIV感染者を男性同性

愛者，買売春をする人，薬物依存者など感染した背景を元に「神からの裁き」や「神か

らの警鐘」などという言葉で行為そのものを裁き，神に喜ばれる人間としての行動を

とることを促すメッセージを社会に伝えている。一方“Incarnational �eology”に立つ

教会は，私たち一人ひとりは神が創造された人間であって，お互いを必要としている，

だから病気になった行為ではなく，病気で苦しむ人と共に同じ神に造られた人として

関わっていくという考え方に立ち，病気と向き合っている人達に対して多岐にわたる

サポート体制を教会や教区の中で展開している。エイモスは牧師の役割は対象者の社

会的レッテルやアイデンティティにこだわらずその人をその人のまま受け入れること
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する論理を支えているのが，前述のシオニズムであることを考えると，その思想にお

けるレイシズム*が浮き彫りとなる。

　1967年の第三次中東戦争によって，東エルサレムを含むヨルダン川西岸地区とガ

ザに住むパレスチナ人は，イスラエルの占領下に置かれた。これらの地域（＝被占領

地）では，厳しい占領政策が導入された。その例として，外出禁止令の発令，検問所

による移動の自由の制限，建設許可を有していないパレスチナ人の住居の破壊，抵抗

者を出した家族の住居の破壊，大量のパレスチナ人の逮捕・行政拘束（裁判なしに，

長期拘束を可能とするイスラエルの行政制度）が挙げられる。被占領地には，イスラ

エルの入植地が建設されるようになった。また，被占領地を投資の場，イスラエル商

品の輸入先にするだけでなく，住民をイスラエルの安い労働力として利用するなど，

経済的にイスラエルに従属せざるを得ない構造が生み出された。

　1987年に被占領地で第一次インティファーダ（民衆蜂起）が始まった。それまでの

対イスラエル抵抗運動の多くはパレスチナの外で行われていたが，同インティファー

ダにおいては被占領地の住民が中心となった。また，全住民が一体となって占領に対

する市民的不服従を示したことにその特徴がある。同インティファーダは1993年ま

で続いたが，その間にイスラエル軍によって1233人のパレスチナ人の命が奪われ，

12万人が投獄された。

　1993年にパレスチナ暫定自治に関する原則宣言，1994年にガザ・エリコ先行自治

協定，1995年にパレスチナ拡大自治合意が締結され，パレスチナ自治政府と自治区が

誕生した。しかし，これらの合意・協定（＝オスロ合意）によってパレスチナ人が得

たものは，ヨルダン川西岸地区とガザの一部の土地における5年間の暫定自治だけで

あった。難民の帰還権，入植地，エルサレムの帰属，国境の策定などの重要課題は先

送りにされた。また，オスロ合意以後もイスラエルによる従属体制は継続されたまま

ドン・ユダヤ人協会のロスチャイルド会長に送った。同宣言により，パレスチナのア

ラブ住民は①非ユダヤ人（ムスリムとキリスト教徒）と②ユダヤ人の二つに分類され

た。前者は現在的な文脈におけるパレスチナ人を意味しており，後者はイスラエル建

国以後にイスラエル人として組み込まれた。

　一方，イギリスは1915-16年にかけて，メッカのシャリーフ（守護職）であったフサ

イン・イブン・アリー（Hussein bin Ali, 1852-1931）と往復書簡（＝フサイン・マクマ

ホン書簡）を交わし，オスマン帝国の支配下で生まれたアラブ・ナショナリストが同

帝国に反乱をおこす代わりにアラブ独立国家を認める約束をした。しかし，1920年に

イタリアのサンレモで行われた会議では，バルフォア宣言の実施のみが確認され，ア

ラブ独立国家の約束は無視された。また，この会議によって，パレスチナはイギリス

の委任統治を受けることになった。

　初代パレスチナ高等弁務官サミュエル（Herbert Louis Samuel, 1870-1963）は，ユダ

ヤ人の移民や入植を推し進めるための法律を次々と制定した。当初，ユダヤ人はパレ

スチナの全人口の約10％にすぎなかったが，ヨーロッパ諸国からユダヤ移民が増加

するとともに，アラブ人の不在地主の土地―そこにはアラブ人の小作農が働いてい

た―が買収されたために，1940年代には全住民の3分の1を占めるようになった。

　1947年11月，国連総会でパレスチナを①アラブ人国家，②ユダヤ人国家，③国際

管理地区の三つに分割する国連総会決議181号が採択された。同決議は，パレスチナ・

アラブ人口がユダヤ人口をはるかに上回っていたにもかかわらず，ユダヤ人国家に全

土地の56％を割り当てるものであった。同決議採択後に，ユダヤ軍はユダヤ人国家

に割り当てられた土地を制圧し，さらにはその支配領域を広げるために，パレスチ

ナ・アラブ（以後，パレスチナ人と称する）の住民を一掃するための「ダーレット計画」

を始めた。パレスチナ人の街や村が襲撃され，住民たちが武力で追放された。1948

年4月にエルサレム近郊のデイル・ヤシーン村で虐殺事件が起きると，それを聞いた

パレスチナ人は自らも同じ運命をたどるのではないかと不安になり，短期間のうちに

戻ってくる予定で避難し始めた。それが60年にもわたる難民生活の始まりであった

と，そのとき誰が予想したであろうか。

　1948年5月14日にイギリスがパレスチナから撤退するとともに，ユダヤ人国家イ

スラエルが建国された。その翌日に，その建国を認めないアラブ諸国との間で戦争が

始まった（第一次中東戦争）。1949年までに結ばれた停戦協定によって，東エルサレ

ムを含むヨルダン川西岸地区はヨルダンの支配下，ガザはエジプトの軍政下に置かれ

た。国連総会決議181号から第一次中東戦争の終了までに，当時のパレスチナ人人口

の3分の2にあたる70万人以上が難民*となった。1948年12月，パレスチナ難民の帰

還権を認める国連総会決議194号が採択されたが，イスラエルは現在にいたるまで帰

還権を認めていない。これらの難民やその二世，三世たちは，現在でも，周辺のアラ

ブ諸国，ヨルダン川西岸地区，ガザなどで難民生活を送っている。イスラエルは，パ

レスチナ人の追放の上に成立した国家である。非ユダヤ人であるパレスチナ人を排除

であった。2000年9月に

第二次インティファーダ

が勃発すると，イスラエ

ル軍は前回のインティ

ファーダの時よりも，さ

らに過酷な鎮圧を行うよ

うになった。

　2002年にイスラエル

はオスロ合意を破り，ヨ

ルダン川西岸地区を武力

で全面再占領した。全面

再占領の過程でジェニー

ン難民キャンプに侵攻し

たイスラエル軍によって
▲イスラエル軍に軍事侵攻され，破壊されたヨルダン川西岸地区ナーブルスの
旧市街の様子（2002年8月，撮影：清末）
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